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名古屋港管理組合公告

　名古屋港管理組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年名古屋港管理組合条例第 2 号）第 5 条の規定に

基づき、令和 6 年度における名古屋港管理組合の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表する。

　　令和 7 年 9 月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋港管理組合管理者

名古屋市長　広沢　一郎　

 1　職員の任免及び職員数に関する状況
　⑴　職員の採用及び退職数

　　　令和 6 年度中における職員の採用状況及び退職事由別の職員の退職状況は、次のとおりです。

職　　種 採　用
退　　職

定年 早期退職特例 普通 その他 合　計

行 政 職
13人

（32人）

 4 人

（ 0 人）

 0 人

（ 0 人）

12人

（ 0 人）

 1 人

（13人）

17人

（13人）

技能労務職
 0 人

（ 1 人）

 0 人

（ 0 人）

 0 人

（ 0 人）

 0 人

（ 0 人）

 0 人

（ 0 人）

 0 人

（ 0 人）

合　　　計
13人

（33人）

 4 人

（ 0 人）

 0 人

（ 0 人）

12人

（ 0 人）

 1 人

（13人）

17人

（13人）

　　※　「その他」とは、死亡、分限免職、懲戒免職、任期満了等です。

　　　　（　）内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の数です。

　⑵　職員の昇任及び降任の状況

　　　令和 6 年度中における職員の昇任及び降任の状況は、次のとおりです。

区分
昇　　任

降　任
部長級 次長級 課長級 課長補佐級 係長級 合　計

人数  3 人  8 人 11人 15人 14人 51人  0 人

　　※ 　「降任」には、地方公務員法第28条による分限処分としての降任のほか、地方公務員法第28条の 2 の管理監督職勤

務上限年齢制（いわゆる役職定年制）による降任及び本人が希望する場合に降任することができる「自主降任制度」

によるものを含みます。

　⑶　部局別職員数

　　　部局別の職員数の状況は、次のとおりです。

区　　分
職 員 数

令和 6 年度（A） 令和 7 年度（B） （B）−（A）

管理者の事務部局 552人 486人 △66人

監 査 委 員 事 務 局  6 人  6 人  0 人

議 会 事 務 局 12人 11人 △ 1 人

合　　計 570人 503人 △67人

　　※ 　職員数は各年 4 月 1 日現在の一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する派遣職員、休職者等を含

み、臨時及び非常勤職員（再任用短時間勤務職員及び会計年度任用フルタイム勤務職員を除く）は含みません。

公　　　　　告
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 2　職員の人事評価の状況
　 　職員の人事評価は、公正に行われなければならず、任命権者は、人事評価を給与その他の人事管理の基礎として活用す

るものとされています。

　 　本組合においては、職務遂行に当たり実際に発揮した能力を評価する「能力評価」と、職務遂行に当たり実際に挙げた

業績を評価する「業績評価」からなる人事評価制度を実施しています。

　⑴　制度の概要

　　ア　能力評価

区　　分 部 次 長 級 課 長 級 課長補佐級 係 長 級 係 員 級

標準職務遂行

能力の分類

倫理・公正性 倫理 倫理 倫理 倫理

判断 判断 判断 判断 知識・技術

交渉・調整 交渉・調整 交渉・調整 交渉・調整 コミュニケーション

行政経営 業務運営 業務遂行 業務遂行 業務遂行

組織統率・

人材育成

組織統率・

人材育成
協調性・指導力 協調性・指導力 協調性

評価方法 各標準職務遂行能力に定められた評価項目ごとに、絶対評価により評価する。

　　イ　業績評価

区　　分 部 次 長 級 課 長 級 課長補佐級 係 長 級 係 員 級

評価方法

目標達成度や、目標の達成に向け

た行動等について、絶対評価によ

り評価する。

目標達成度や、上司に対する補佐などの評価項目ごと

に、絶対評価により評価する。

　⑵　評価結果の活用状況

　　 　人事評価制度における評価結果は、期末・勤勉手当の支給額の決定等に活用しています。

　　 　令和 6 年度は、業績評価の結果に応じて、勤勉手当の「支給月数」を決定しました。

　　 　なお、期末・勤勉手当への活用については、業績評価の結果に基づき、 4 つの区分に分類し、最上位の区分を 2 割以

内、上位の区分を 3 割以内で決定しました。

　　 　令和 6 年度の期末・勤勉手当支給額において、課長級職員の場合、最上位の区分と上位の区分では約17万円、最上位

の区分と標準の区分では約32万円の差が生じています。

　　（参考）

　　　期末・勤勉手当支給額について

期末・勤勉手当支給額＝基準給与（※）×支給月数

　※基準給与とは、次の（1）〜（5）の額を合計したものをいいます。

　   （1）給料

　   （2）扶養手当（令和 7 年度以降は管理職員以外に限る。）

　   （3）（1）、（2）に対する地域手当

　   （4）管理職加算（＝給料×管理職加算率）

　   （5）役職段階別加算（＝（給料＋給料に対する地域手当）×役職段階別加算率）
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 3　職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
　⑴　人件費等の状況

　　ア　人件費の状況

　　　 　人件費は、人の雇用に伴う広い範囲の経費です。一般職職員への給料や各種手当をはじめ、専任副管理者や議員な

ど特別職職員への給料・報酬、共済組合や社会保険への負担金等が含まれます。

　　　 　令和 6 年度決算見込みの人件費は、次のとおりです。

　　　ア　一般会計の状況

歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率（B/A）

千円

31,976,868
千円

731,669
千円

4,276,074
%

13.4

　　　イ　企業会計の状況

区　　分 経常支出額（A） 経常収支 人件費（B） 人件費率（B/A）

施設運営事業会計
千円

2,766,179
千円

1,125,775
千円

651,469
%

23.6

埋 立 事 業 会 計 564,766 △175,241 77,204 13.7

※　施設運営事業会計には、資本勘定支弁職員に係る人件費（52,908千円）を含みません。

※　埋立事業会計には、資本勘定支弁職員に係る人件費（324,969千円）を含みません。

　　イ　給与費

　　　 　給与とは給料、扶養手当等の各種手当及び民間のボーナスに相当する期末・勤勉手当等の総額から退職手当を除い

たものです。

　　　 　令和 6 年度決算見込みの一般職の給与費は、次のとおりです。

　　　ア　一般会計の状況

一　般　職

職員数（A）

給 与 費 一人当たり

給与費（B/A）給料 期末・勤勉手当 その他の手当 計（B）

人

426

（2）

千円

1,777,674

千円

858,754

千円

660,259

千円

3,296,687

千円

7,739

※　職員数は、令和 6 年 4 月 1 日現在の人数です。

　　（　）内は暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員を合算した人数であり、内書きです。

　　　イ　企業会計の状況

区　　分

一般職

職員数

（A）

給 与 費 一人当たり

給与費

（B/A）給料
期末・

勤勉手当

その他の

手当
計（B）

施設運営事業会計

損益

勘定

人

76

（1）

千円

313,154

千円

132,980

千円

96,661

千円

542,795

千円

7,143

資本

勘定
6 24,538 11,795 7,976 44,309 7,385

埋 立 事 業 会 計

損益

勘定
9 35,857 16,251 12,727 64,835 7,204

資本

勘定

39

（2）
150,373 70,488 51,475 272,336 6,983

※　職員数は、令和 7 年 3 月31日現在の人数です。

　　（　）内は暫定再任用短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員を合算した人数であり、内書きです。
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　⑵　初任給や平均給与等の状況

　　ア　初任給

職　　種 区　　分 初 任 給 2 年経過日の給料月額

行 政 職
大学卒業程度 220,100円 234,500円

高校卒業程度 185,200円 189,700円

技能労務職 高校卒業程度 185,700円 191,300円

　　※　令和 7 年 4 月 1 日現在のものです。

　　イ　平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢 

職　　種 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

行 政 職 356,621円 436,832円 44.2歳

技能労務職 369,250円 436,138円 51.5歳

　　※　令和 7 年 4 月 1 日現在のものです。

　　　　平均給与月額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の合計です。

　　ウ　経験年数別・学歴別平均給料月額

区　　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

行 政 職
大学卒 276,300円 306,500円 353,300円

高校卒 241,700円 279,100円 310,100円

技能労務職 高校卒 231,300円 244,000円 266,600円

　　※　令和 7 年 4 月 1 日現在のものです。

　　　　採用時からの経験年数に基づき標準的な昇給をした場合の給料月額を表しています。

　⑶　給料の決定

　　ア　級別職員数等

　　　ア　行政職及び技能労務職

区　　分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 計

標準的な職務内容
職員

(定型的業務)

職員

(相当高度)

職員

（高度）
主任 係長 総括係長 課長 部長

部長

（特に高度）

職 員 数
人

14

人

74

人

94

人

65

人

74

人

49

人

79

人

15

人

1

人

465

構 成 比
%

3.0

%

15.9

%

20.2

%

14.0

%

15.9

%

10.6

%

17.0

%

3.2

%

0.2

%

100

　　※　令和 7 年 4 月 1 日現在のものです。

　　　 　職制上の段階別の人数は、係員級184人、主任級63人、係長級123人、課長補佐級40人、課長級39人、次長級10人、

部長級 6 人です。

　　　イ　暫定再任用職員に適用される給料表

区　　分 1 級 2 級 3 級 4 級 5 級 6 級 7 級 8 級 9 級 計

標準的な職務内容
職員

(定型的業務)

職員

(相当高度)

職員

（高度）
主任 係長 総括係長 課長 部長

部長

（特に高度）

職 員 数
人

0

人

0

人

0

人

12

人

5

人

0

人

4

人

3

人

0

人

24

構 成 比
%

0.0

%

0.0

%

0.0

%

50.0

%

20.8

%

0.0

%

16.7

%

12.5

%

0.0

%

100

　　※　令和 7 年 4 月 1 日現在のものです。

　　　　職制上の段階別の人数は、係員級12人、係長級 5 人、課長補佐級 1 人、課長級 3 人、次長級 2 人、部長級 1 人です。
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　　イ　昇給への勤務成績の反映状況

　 　職員の昇給については、昇給日を10月 1 日 として、昇給日の属する年度の前年度の勤務成績に応じて昇給の号給

数が決定されます。勤務成績が特に良好とされた職員の昇給号給数は 5 号給、良好とされた職員の昇給号給数は 4 号

給、良好でないとされた職員の昇給号給数は 3 号給以下となります。

　　令和 6 年度における昇給への勤務成績の反映状況は、次のとおりです。

特に良好とされ昇給した職員数 214人

良好とされ昇給した職員数 283人

良好でないとされ昇給した職員数 13人

合　　計 510人

※　職員数は、令和 6 年10月 1 日現在の人数であり、育児休業職員等を除きます。

　⑷　手当の状況

　　ア　期末・勤勉手当

　　　　一般職の期末・勤勉手当の支給割合

　　　ア　課長級以上

支 給 月 期末手当 勤勉手当 合　　計

 6 月期

月分 月分 月分

1.05

（0.6）

1.04〜1.475

（0.51〜0.67）

2.09〜2.525

（1.11〜1.27）

12月期

月分 月分 月分

1.05

（0.6）

1.04〜1.475

（0.51〜0.67）

2.09〜2.525

（1.11〜1.27）

合　計

月分 月分 月分

2.1

（1.2）

2.08〜2.95

（1.02〜1.34）

4.18〜5.05

（2.22〜2.54）

　　　イ　課長補佐級及び係長級

支 給 月 期末手当 勤勉手当 合　　計

 6 月期

月分 月分 月分

1.25

（0.7）

0.9〜1.085

（0.43〜0.515）

2.15〜2.335

（1.13〜1.215）

12月期

月分 月分 月分

1.25

（0.7）

0.9〜1.085

（0.43〜0.515）

2.15〜2.335

（1.13〜1.215）

合　計

月分 月分 月分

2.5

（1.4）

1.8〜2.17

（0.86〜1.03）

4.3〜4.67

（2.26〜2.43）

　　　ウ　主任級及び係員級

支 給 月 期末手当 勤勉手当 合　　計

 6 月期

月分 月分 月分

1.25

（0.7）

0.94〜1.06

（0.445〜0.505）

2.19〜2.31

（1.145〜1.205）

12月期

月分 月分 月分

1.25

（0.7）

0.94〜1.06

（0.445〜0.505）

2.19〜2.31

（1.145〜1.205）

合　計

月分 月分 月分

2.5

（1.4）

1.88〜2.12

（0.89〜1.01）

4.38〜4.62

（2.29〜2.41）

　　※　支給割合は、令和 7 年 4 月 1 日現在の制度です。

　　　　　　（　）内は定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の支給割合です。

　　　　　　課長級以上の職員に係る勤勉手当の支給割合は勤務成績に応じて決定されます。

　　　　　　役職上の段階、職務の級等による加算措置があります。

　　　　　　職員一人当たりの平均支給年額は、令和 6 年度決算見込みで1,989,540円です。

　　イ　地域手当

　　　 　地域手当の支給率は、給料＋管理職手当＋扶養手当の月額の合計の15％（東京駐在代表の業務に従事する者は

20％）であり、職員一人当たりの平均支給月額は、令和 6 年度決算見込みで56,042円です。
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　　ウ　扶養手当

　　　 　扶養親族のある職員に支給しています。

支給要件 支給月額

配偶者

9 級　　  　　0円

8 級　　　2,000円

それ以外　4,000円

父母等

9 級　　  　　0円

8 級　　　3,500円

それ以外　6,500円

子 11,000円

16〜22歳の子がいる場合 上記の額に、被扶養者 1 人につき5,000円加算

　　※　支給要件及び支給月額は、令和 7 年 4 月 1 日現在の制度です。

　　　　職員一人当たりの平均支給月額は、令和 6 年度決算見込みで9,807円です。

　　エ　住居手当

　　　 　自らが居住する住居に係る費用を負担している職員に支給しています。

支給要件 支給月額

自ら居住するため住宅を借り受け、月額16,000円を超え27,000円以下

の家賃を支払っている職員
家賃の月額から16,000円を控除した額

自ら居住するため住宅を借り受け、月額27,000円を超え28,000円以下

の家賃を支払っている職員

家賃の月額から27,000円を控除した額

の 2 分の 1 を11,000円に加算した額

自ら居住するため住宅を借り受け、月額28,000円を超える家賃を支払っ

ている職員
11,500円

単身赴任手当を支給される職員で、配偶者等が居住するための住宅を

借り受け、家賃を支払っている職員
上記の額の 2 分の 1 に相当する額

　　※　支給要件及び支給月額は、令和 7 年 4 月 1 日現在の制度です。

　　　　職員一人当たりの平均支給月額は、令和 6 年度決算見込みで2,067円です。

　　オ　通勤手当

　　　 　通勤費用を負担している職員に支給しています。

支給要件 支給月額

交通機関利用者
運賃相当額（月150,000円を限度）

（ 6 ヶ月定期券等の価格を一括支給）

交通用具利用者 交通用具の種類や使用距離により2,000円〜24,400円

※　支給要件及び支給月額は、令和 7 年 4 月 1 日現在の制度です。

　　職員一人当たりの平均支給月額は、令和 6 年度決算見込みで14,931円です。
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　　カ　特殊勤務手当

　　　 　危険・不快・不健康等の特殊な勤務条件下にある職員に支給され、支給職員の割合等は次のとおりです。

区　　分 全 職 種

職員全体に占める手当支給職員の割合 6.7％

職員一人当たりの平均支給月額  9 円

手当の種類（手当数）  8 種類

代表的な手当

支給額の高い手当の業務

（支給額が定額で定められてい

るものに限る。）

・交替制による夜間勤務

・ボイラー、揚排水ポンプ、こう門暗きょ又は港内排水

口内における不良箇所の修理、内部の清掃等の作業

・風水害その他非常災害により破壊され、又はそのおそ

れのある場合の橋りょう、河川、堤防、建物等の応急

復旧又は防ぎょの作業

多くの職員に支給されている手

当の業務

・水面上又は地上 8 メートル以上の足場の不安定な箇所

において行う作業

・水面に浮遊、たい積している障害物、汚物等の処理を

するため足場の不安定な箇所において行う作業

・ボイラー、揚排水ポンプ、こう門暗きょ又は港内排水

口内における不良箇所の修理、内部の清掃等の作業

　　※　職員全体に占める手当支給職員の割合、手当の種類及び代表的な手当は、令和 7 年 4 月 1 日現在の制度です。

　　　　職員一人当たりの平均支給月額は、令和 6 年度決算見込みの額です。

　　キ　超過勤務手当

　　　 　正規の勤務時間外に勤務した職員に支給しており、支給総額等は次のとおりです。現在、効率的な行政運営を行う

ことによる超過勤務時間の縮減に取り組んでいます。

支給総額 職員一人当たりの平均支給月額

212,883千円 32,447円

　　※　休日給及び夜勤手当を含む令和 6 年度決算見込みの額です。

　　ク　退職手当

　　　 　退職時に支給される一時金であり、退職時の給料月額に勤続年数や退職理由に応じた支給率を乗じて得た基本額に、

在職中の貢献度を勘案した調整額を加えて算出しています。

区　　分 自己都合 定年・勧奨

支給率

勤続20年

勤続25年

勤続35年

最高限度

19.68624月分

28.05624月分

39.77424月分

47.709   月分

24.6078 月分

33.27912月分

47.709　月分

47.709　月分

調 整 額
在職期間における任用段階等に応じた調整月額（ 0 円〜65,000円）のうち、

その額が最も多いものから60月分の合計額です。

その他の加算措置

定年前早期退職特例措置として、年齢55歳から59歳までの者のうち、勤続25

年以上で退職する者には退職手当の算定基礎となる給料月額に退職の時の年

齢に応じて 4 〜20％加算しています。

　　※　支給率は、令和 7 年 4 月 1 日現在の制度です。

　　　 　支給職員一人当たりの平均支給額は、令和 6 年度決算見込みで、自己都合の場合9,213千円、定年・勧奨の場合

25,057千円です。
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　　ケ　その他の手当

手 当 名 支給要件 支 給 額

管理職手当 課長級以上の職員に支給
月額

51,000円〜129,000円

単身赴任手当 異動等又は採用で配偶者と別居し単身で生活する職員に支給
交通距離に応じて月額

30,000円〜100,000円

管理職員特別

勤務手当

課長級以上の職員が臨時又は緊急の必要等により週休日（勤務

時間が割り振られていない日をいいます。）若しくは休日に勤

務した場合又は災害への対処等により週休日又は休日以外の午

前 0 時から午前 5 時までの間に勤務した場合に支給

勤務 1 回につき

4,300円〜15,000円

宿日直手当 日直勤務又は宿直勤務を命ぜられた職員に対し支給
勤務 1 回につき

6,200円

　　※　支給要件及び支給額は、令和 7 年 4 月 1 日現在の制度です。

　⑸　特別職の報酬等

　　　専任副管理者には、給料、地域手当、期末手当及び退職手当が、議長、副議長及び議員には議員報酬が支給されます。

　　ア　特別職の報酬等

区　　分 給料・報酬額 期末手当

専任副管理者 月額 926,000円
6 月期 2,603,680円（1.725月分）

12月期 2,603,680円（1.725月分）

議 長
月額

日額

10,000円

12,000円

副 議 長
月額

日額

10,000円

11,000円

議 員
月額

日額

10,000円

10,000円

　　※　給料・報酬額は、令和 7 年 4 月 1 日現在の額です。

　　　　期末手当は令和 7 年 4 月 1 日現在の制度による額です。

　　イ　専任副管理者の退職手当の支給水準

　　　　給料月額　×　支給率　×　調整率

　　※　令和 7 年 4 月 1 日現在の制度です。

　⑹　勤務時間の状況

　　 　職員の勤務時間は、原則として 1 週間につき38時間45分とし、その勤務の割振りは月曜日から金曜日までとしていま

す。また、 1 日の勤務時間の割振りは、午前 8 時45分から午後 5 時30分までとし、その途中に60分の休憩時間を設け、

　　 7 時間45分としています。

　　 　防災・危機管理に関する職場や入港船の船席指定に携わる職場等業務の性質上、上記の原則によることが適当でない

職員については、特別の定めをしています。

　⑺　休暇制度

　　　休暇には、年次休暇、特別休暇、臨時休暇、介護休暇及び代日休暇があります。

　　ア　年次休暇の状況

　　　 　年次休暇は、年に20日与えられ、その年次は 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月 31日に終わります。年次の途中で採用

された職員には、採用された月に応じて 2 日から18日までの範囲内で定められた日数の年次休暇が与えられます。ま

た、その年次に使用しなかった年次休暇の日数は、翌年次に限り繰り越して使用することができます。

　　　　令和 6 年度における平均使用日数は、17.9日です。
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　　イ　特別休暇等の状況

　　　ア　特別休暇

　　　　　特別休暇の内容及び令和 6 年度における取得者数は、次のとおりです。

種　　類 日　　数 取得者数

健康サポート

（妊娠障害）
妊娠の期間を通じて 2 週間以内  0 人

産前産後 出産予定日の 8 週間（多胎妊娠の場合は14週間）前から出産後 8 週間まで  1 人

健康サポート

（生　　理）
 1 回につき 2 日以内 86人

結　　婚  5 日以内  6 人

忌　　引 親族の親等に応じ 7 日以内で定める日数 75人

ボランティア  1 年度につき 5 日以内  1 人

　　※　令和 7 年 4 月 1 日現在の制度です。

　　　イ　臨時休暇

　　　　 　臨時休暇は、厚生に関する計画の実施又はその他の事由により必要があると認めた場合に、任命権者が与えるも

のです。

　　　　 　令和 6 年度に職員に与えられた臨時休暇の内容等は、次のとおりです。

種　　類 付与日数 平均使用日数

夏期休暇  5 日 4.9日

　　　ウ　介護休暇

　　　　 　介護休暇は、職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等で負傷又は疾病等により日常生活を営むのに支障がある

ものの介護をするため、勤務しないことが相当と認められる場合に、 6 月以内で認められます。

　　　　 　令和 6 年度における取得者数は、次のとおりです。

区　　分 取得者数

男性職員  0 人

女性職員  0 人

合　　計  0 人
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 4　職員の休業に関する状況
　⑴　自己啓発等休業

　　 　自己啓発等休業は、職員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的として設けられている制度です。職員

は、大学等課程の履修又は国際貢献活動のために、 3 年を超えない範囲内の期間において、休業することができます。

　　　令和 6 年度における取得者数は、次のとおりです。

区　　分 取得者数

男性職員  0 人

女性職員  0 人

合　　計  0 人

　⑵　配偶者同行休業

　　 　配偶者同行休業は、女性の登用の促進及び男女の仕事と子育て等の両立支援の観点から、配偶者の転勤に伴う離職へ

の対応策として設けられている制度です。職員は、外国での勤務等により外国に滞在する配偶者と生活を共にするため

に、 3 年を超えない範囲内の期間において、休業することができます。

　　　令和 6 年度における取得者数は、次のとおりです。

区　　分 取得者数

男性職員  0 人

女性職員  0 人

合　　計  0 人

　⑶　育児休業

　　 　育児休業等に関する制度には、 3 歳に満たない子を養育するため休業することができる育児休業制度と、小学校就学

の始期に達するまでの子を養育するため 1 日の勤務時間の一部（120分を限度）について勤務しないことができる部分

休業制度があります。

　　　令和 6 年度における取得者数は、次のとおりです。

区　　分 育児休業取得者数 部分休業取得者数 うち両休業取得者数

男性職員  7 人  1 人  0 人

女性職員 12人 10人  3 人

合　　計 19人 11人  3 人

　　※　同一の者が複数回にわたって育児休業を取得した場合、その数を 1 として計上しています。

　　　　令和 6 年度に子が出生した職員は、男性10人、女性 0 人です。
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 5　職員の分限及び懲戒処分の状況
　⑴　処分事由別分限処分者数

　　 　任命権者は、地方公務員法で定める事由がある場合に職員を降任又は免職することができ、地方公務員法又は条例で

定める事由がある場合に職員を休職させることができることとされています。

区　　分 降任 免職 休職 降給 合計

勤務実績が良くない場合

（法第28条第 1 項第 1 号）
 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人

心身の故障のため職務遂行に支障がある等の場合

（法第28条第 1 項第 2 号）
 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人

職に必要な適格性を欠く場合

（法第28条第 1 項第 3 号）
 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人

職制等の改廃等により過員等を生じた場合

（法第28条第 1 項第 4 号）
 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人

心身の故障のため長期休養を要する場合

（法第28条第 2 項第 1 号）
 0 人  0 人 12人  0 人 12人

刑事事件に関し起訴された場合

（法第28条第 2 項第 2 号）
 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人

条例に定める事由による場合

（法第27条第 2 項）
 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人

合　　計  0 人  0 人 12人  0 人 12人

※　法とは地方公務員法（昭和25年法律第261号）をいいます。

　 　条例に定める事由とは、公共的施設等で職務に関連する事項の研究等に従事する場合や外国政府等の招きにより職

務に関連する業務に従事する場合等です。

　　同一の者が複数回にわたって同一の規定により分限処分に付された場合、その数を 1 として計上しています。

　⑵　処分事由別懲戒処分者数

　　 　任命権者は、地方公務員法で定める事由がある場合、職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分

をすることができることとされています。

区　　分 戒告 減給 停職 免職 合計

法令違反

（法第29条第 1 項第 1 号）
 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人

職務上の義務違反又は怠慢

（法第29条第 1 項第 2 号）
 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行

（法第29条第 1 項第 3 号）
 0 人  0 人  0 人  0 人  0 人

合　　計  0 人  0 人  0 人  0 人  0 人

※　法とは地方公務員法をいいます。
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 6　職員の服務の状況
　⑴　服務規律の徹底

　　 　職員に服務規律の徹底を図るため、必要に応じて通達を発したり、職員研修の一環として公務員倫理に関する講座を

設けたりするなど、職員の倫理保持や職務の公正な執行を確保し、本組合行政に対する住民の信頼を失わないよう努め

ています。

　　ア　服務規律確保のための通達

　　　　職員の服務規律の確保を図るため、次のとおり通達を発しました。

通達年月日 件　　名

令和 6 年10月17日 衆議院議員総選挙における職員の服務規律の確保について

令和 6 年11月13日 名古屋市長選挙における職員の服務規律の確保について

令和 6 年12月24日 年末年始における職員の綱紀の保持について

　　イ　公務員倫理に関する研修

　　　　令和 6 年度に実施した公務員倫理に関する研修は、次のとおりです。

研 修 名 受講対象 受講者数

 1 ・ 3 ・10年目合同研修 令和 6 年度・令和 4 年度・平成27年度採用職員 39人

公務員倫理研修 令和 6 年度係長級昇任職員 15人

　⑵　ハラスメント対策

　　 　本組合では、名古屋港管理組合セクシュアルハラスメント並びに妊娠、出産、育児及び介護に関するハラスメント等

の防止等に関する規程及び名古屋港管理組合パワーハラスメントの防止等に関する規程を策定し、次のような取組によ

り、良好な職場環境の維持に努めています。

　　①　研修の実施

　　②　苦情相談の窓口として、職場内に職員から選任された相談員の設置

　　③　苦情相談に対応するセクシュアルハラスメント等防止委員会の設置

　　④　弁護士等の有識者による外部相談員の設置

　⑶　営利企業等の従事制限

　　　令和 6 年度の営利企業等への従事許可件数は、10件です。

 7　職員の退職管理の状況
　 　公務の適正な執行を確保するために、再就職した元職員が本組合に対して、契約や処分に関する要求・依頼をすること

を禁止しています。

　⑴　職員の再就職状況

　　 　職員の退職管理に関する条例（平成28年名古屋港管理組合条例第 5 号）第 4 条に基づき、令和 4 年 8 月 1 日以降に本

組合を退職した者（在職時に課長級以上の職にあった者に限る。）23人のうち、令和 6 年 8 月 1 日以降（退職後 2 年以

内に限る。）に再就職をした者の状況は、次のとおりです。

再就職先 人　　数

本組合外郭団体  9 人

公共的団体（本組合外郭団体を除く）  0 人

本組合非常勤職員等  0 人

民間企業等  2 人

合　　計 11人

※　令和 6 年 8 月 1 日から令和 7 年 7 月末までの間に届出をした者の状況です。

※　再就職者数は延べ人数です。
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 8　職員の研修の状況
　⑴　職員の研修について

　　 　すべての職員がより高い問題意識を持ち、総合的な能力を培うことで、組織の活力発展を図るため、次のような研修

を実施しました。

区分 研 修 名 対 象 者 主な内容 受講者数

一
般
研
修

新規採用職員研修 令和 6 年度採用職員

地方公務員制度、名古屋港の概要、本組合の

組織、文書事務、公所見学、外部講師による

講義等

14人

3 年目研修 令和 4 年度採用職員 外部講師による講義等 14人

新任係長研修
令和 6 年度係長級昇任

職員
外部講師による講義等 14人

新任課長補佐研修
令和 6 年度課長補佐級

昇任職員

外部講師による講義、入札談合の防止に向け

て、地球温暖化対策等
15人

新任課長研修
令和 6 年度課長級昇任

職員
マネジメント力向上、ハラスメント防止 11人

特
別
研
修

OJT指導者研修
係長級職員で新任係長

研修既受講者
職場研修推進のための技術の習得 12人

パソコン研修 受講を希望する職員 MSワード・エクセル等  0 人

派
遣

研
修 港湾行政派遣研修 特に選考された職員 （公社）日本港湾協会主催  4 人

※　令和 6 年度に実施した研修のうち主なものを記載しました。
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 9　職員の福祉及び利益の保護の状況
　⑴　安全管理について

　　ア　安全管理に対する取組状況

項　　目 概　　要

安全衛生委員会の設置 労働安全衛生法に基づき安全衛生委員会を設置

安全管理に関する研修等 雇入時安全衛生教育・交通安全講習会・その他安全管理に関する研修等の実施

安全管理者等の設置
安全管理規程に基づき、総括安全衛生管理者・安全管理者・安全衛生推進者・作

業主任者を設置

安全パトロール・職場巡視

の実施
作業環境等の改善のための安全パトロール、産業医等による職場巡視を実施

　　イ　公務災害補償等

認　　定 件　　数

公務災害  2 件

通勤災害  0 件

　　※　令和 6 年度に認定された件数です。

　⑵　健康管理について

　　ア　健康診断等の実施状況

区　　分 名　　称 受診者数

一般定期健康診断 一般定期健診 545人

特別定期健康診断

深夜業務従事者健診 35人

VDT作業従事者健診 545人

騒音業務従事者健診  2 人

その他
海外派遣者健診  0 人

新規採用職員健診 13人

　　イ　健康の保持増進

項　　目 概　　要

健康に関する啓発活動 健康管理講演会の開催

健康教育・研修等
雇入時安全衛生教育、メンタルヘルス研修会（セルフケ

ア・ラインケア）等を実施

　⑶　福利厚生について

　　ア　職員寮の管理運営

区　　分 入寮者数

男性職員  1 人

女性職員  0 人

合　　計  1 人

　　※　令和 7 年 4 月 1 日現在のものです。

　　イ　共済組合への加入

　　　 　職員及びその被扶養者の医療保険を担い、健康増進や退職した職員の年金支給など職員の相互救済を目的として、

地方公務員等共済組合法に基づき組織されている名古屋市職員共済組合に加入しています。
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　　ウ　互助会の設置

　　　　職員の相互扶助及び福利増進を目的として、名古屋港管理組合職員互助会を規約に基づき設置しています。

会 員 数 616人

主　　な

事業内容

給付事業
会員・家族の慶弔についての祝金等、災害による損害に対する給付金等の支

給、学資金・生活資金等の貸付

厚生事業
福利厚生施設の管理運営、レクリエーション大会の運営、施設利用等の斡旋

など

　　※　令和 7 年 3 月31日現在のものです。

10　公平委員会の業務の状況
　 　本組合が公平委員会の業務を委託している愛知県人事委員会から、令和 6 年度における勤務条件に関する措置の要求の

状況及び不利益処分に関する不服申立ての状況について、次のとおり報告がありました。

　⑴　勤務条件に関する措置の要求の状況

区　　分 件　　数

前年度からの繰越 （ A ）  0 件

当年度中の新規要求 （ B ）  0 件

当年度中取扱い （C＝A＋B）  0 件

当年度中終了 （ D ）  0 件

次年度への繰越 （E＝C−D）  0 件

　⑵　不利益処分に関する審査請求の状況

区　　分 件　　数

前年度からの繰越 （ A ）  0 件

当年度中の新規要求 （ B ）  0 件

当年度中取扱い （C＝A＋B）  0 件

当年度中終了 （ D ）  0 件

次年度への繰越 （E＝C−D）  0 件

発行所　名古屋市港区港町１番11号
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